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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】電子放出素子の製造方法、電子放出素子及び電
子放出素子を備えた発光装置を提供する。
【解決手段】基板上で一方向に沿って互いに距離をおい
て離隔配置された複数の第１電極と、前記一方向に沿っ
て前記第１電極の間に配置される複数の第２電極を平行
に交互に形成し、隣接する前記第１電極と前記第２電極
の間で電子放出層を形成し、前記電子放出層の一部を除
去して電子放出層間にピッチを形成する電子放出素子の
製造方法及び当該製造方法で製造された電子放出素子で
ある。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上で一方向に沿って互いに距離をおいて離隔配置された複数の第１電極と、
　前記一方向に沿って前記第１電極の間に配置される複数の第２電極を平行に交互に形成
し、
　隣接する前記第１電極と前記第２電極の間で電子放出層を形成し、前記電子放出層の一
部を除去して電子放出層間にピッチを形成する電子放出素子の製造方法。
【請求項２】
　前記ピッチは、前記電子放出層の一部をレーザでパターニングして形成されることを特
徴とする、請求項１に記載の電子放出素子の製造方法。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の製造方法によって製造される電子放出素子であって、
　基板上で一方向に沿って互いに距離をおいて位置する複数の第１電極と、
　前記一方向に沿って前記第１電極の間に位置する複数の第２電極と、
　前記第１電極の側面に形成される第１電子放出部及び前記第２電極の側面に形成される
第２電子放出部と、を備え、
　隣り合う前記第１電子放出部と前記第２電子放出部との間には、ピッチが形成された電
子放出素子。
【請求項４】
　前記第１電子放出部の高さは、前記第１電極より低く、前記第２電子放出部の高さは、
第２電極より低いことを特徴とする、請求項３に記載の電子放出素子。
【請求項５】
　前記ピッチの幅は、２０μｍ以下であることを特徴とする、請求項３又は４に記載の電
子放出素子。
【請求項６】
　前記ピッチの幅は、３～２０μｍであることを特徴とする、請求項５に記載の電子放出
素子。
【請求項７】
　前記基板の表面には、少なくとも一つの前記ギャップが整列してパターンが形成される
ことを特徴とする、請求項３～６の何れかに記載の電子放出素子。
【請求項８】
　前記第１電子放出部は、前記第１電極の長手方向に沿って互いに離隔された複数のパタ
ーンで形成されることを特徴とする、請求項３～７の何れかに記載の電子放出素子。
【請求項９】
　前記第２電子放出部は、前記第２電極の長手方向に沿って互いに離隔された複数のパタ
ーンで形成されることを特徴とする、請求項３～８の何れかに記載の電子放出素子。
【請求項１０】
　前記第１電子放出部と前記第２電子放出部とは、カーバイドから抽出された炭素を含む
ことを特徴とする、請求項３～９の何れかに記載の電子放出素子。
【請求項１１】
　互いに対向して配置される第１基板及び第２基板と、
　前記第１基板の一面に位置して複数の電子放出素子で構成される電子放出ユニットと、
　前記第２基板の一面に形成される金属反射膜及び前記第１基板に向けた前記金属反射膜
の一面に形成される蛍光層を備える発光ユニットと、を備え、
　前記それぞれの電子放出素子が、請求項１又は２に記載の製造方法で製造される電子放
出素子であって、
　前記第１基板上で一方向に沿って互いに距離をおいて位置する第１電極と、
　前記一方向に沿って前記第１電極の間に位置する第２電極と、
　前記第１電極の側面に形成される第１電子放出部及び前記第２電極の側面に形成される
第２電子放出部と、を備え、
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　隣接する前記第１電子放出部と前記第２電子放出部との間には、ピッチが形成されるこ
とを特徴とする、発光装置。
【請求項１２】
　前記第１電子放出部の高さは、前記第１電極より低く、前記第２電子放出部の高さは、
第２電極より低いことを特徴とする、請求項１１に記載の発光装置。
【請求項１３】
　前記ピッチの幅は、２０μｍ以下であることを特徴とする、請求項１１又は１２に記載
の発光装置。
【請求項１４】
　前記ピッチの幅は、３～２０μｍであることを特徴とする、請求項１３に記載の発光装
置。
【請求項１５】
　前記第１基板の表面には、少なくとも一つの前記ギャップが整列してパターンが形成さ
れることを特徴とする、請求項１１～１４の何れかに記載の発光装置。
【請求項１６】
　前記第１電子放出部は、前記第１電極の長手方向に沿って離隔された多数のパターンで
形成されることを特徴とする、請求項１１～１５の何れかに記載の発光装置。
【請求項１７】
　前記第２電子放出部は、前記第２電極の長手方向に沿って離隔された多数のパターンで
形成されることを特徴とする、請求項１１～１６の何れかに記載の発光装置。
【請求項１８】
　前記第１電子放出部と前記第２電子放出部とは、カーバイド誘導炭素を含むことを特徴
とする、請求項１１～１７の何れかに記載の発光装置。
 
 
 
 
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子放出素子の製造方法、電子放出素子、電子放出素子を備えた発光装置に
係り、さらに詳細には、レーザを利用して電子放出部を直接パターニングすることによっ
て電子放出素子を製造する方法を改善し、このような製造方法によって製造された電子放
出素子及びそれを備えた発光装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　外部から見たとき、光の放射を認識する全ての装置を発光装置とすれば、前面基板にア
ノード電極と蛍光層とを備え、背面基板に電子放出部と駆動電極とを備えた発光装置は公
知である。前面基板と背面基板は、密封部材によってエッジが一体に接合された後、内部
空間が排気されて密封部材と共に真空容器を構成する。
【０００３】
　駆動電極は、相互に平行に位置するカソード電極とゲート電極とからなり、ゲート電極
に向けたカソード電極の側面に電子放出部が位置しうる。駆動電極と電子放出部とが電子
放出ユニットを構成する。
【０００４】
　背面基板に向けた蛍光層の一面には、金属反射膜が位置しうる。金属反射膜は、蛍光層
から放出された可視光のうち、背面基板に向けて放出される可視光を前面基板側に反射さ
せ発光面の輝度を高める役割を行う。アノード電極と蛍光層及び金属反射膜が発光ユニッ
トを構成する。
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【０００５】
　発光装置は、カソード電極とゲート電極とに所定の駆動電圧を印加し、アノード電極に
数千ボルト以上の正の直流電圧（アノード電圧）を印加して駆動する。当該印加により、
カソード電極とゲート電極との電圧差によって電子放出部の周囲に電界が形成され、当該
電子放出部から電子が放出され、放出された電子がアノード電圧に引かれて対応する蛍光
層に衝突することによって、当該蛍光層を発光させる。
【０００６】
【特許文献１】大韓民国公開特許公報１０－２００５－００４２３８０号
【特許文献２】大韓民国公開特許公報１０－２００１－００１３２２５
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　前述した発光装置で電子放出部の具体的な形状を考慮する場合、電子放出部の形成方法
が形状に依存するという問題点があった。したがって、電子放出部の形状によって適用し
うる電子放出部の製造方法が限定され、さらに、電子放出部の製造方法が限定されること
によって、電子放出部の物質の選択においても、制約事項が多いという問題点があった。
【０００８】
　それだけでなく、電子放出部の具体的な形状の製造において、既存の電子放出部の形成
方法によって形成される形状の製造精度が低いので、結局、所望の発光効率の発光装置が
製造できないという問題点があった。
【０００９】
　本発明は、このような問題点を克服するために多様な電子放出部の材料が使われ、多様
な電子放出部の製造方法に統合的に適用される電子放出素子の製造方法及び当該製造方法
によって製造された電子放出素子及び発光装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、本発明の一実施形態による電
子放出素子は、基板上で一方向に沿って互いに距離をおいて位置する第１電極と、上記一
方向に沿って上記第１電極の間に位置する第２電極と、上記第１電極の側面に形成される
第１電子放出部及び上記第２電極の側面に形成される第２電子放出部と、を備え、隣接す
る上記第１電子放出部と上記第２電子放出部との間には、ピッチが形成された構造を有す
る。
【００１１】
　ここで、上記第１電子放出部及び上記第２電子放出部の高さは、上記第１電極及び第２
電極よりそれぞれ低いことが望ましい。
【００１２】
　一方、上記ピッチの幅は、２０μｍ以下に形成されることが望ましいが、さらに望まし
くは、３～２０μｍに形成される。
【００１３】
　一方、上記基板の表面には、上記ピッチに整列されてパターンが形成されることが望ま
しい。
【００１４】
　上記第１電子放出部は、上記第１電極の長手方向に沿って互いに離隔された多数のパタ
ーンで形成され、上記第２電子放出部は、上記第２電極の長手方向に沿って互いに離隔さ
れた多数のパターンで形成されることが望ましい。
【００１５】
　一方、上記第１電子放出部と上記第２電子放出部は、カーバイドから抽出された炭素を
含むことが望ましい。
【００１６】
　本発明の他の実施形態による発光装置は、相互対向して配置される第１基板及び第２基



(5) JP 2009-70818 A 2009.4.2

10

20

30

40

50

板と、上記第１基板の一面に位置して複数の電子放出素子で構成される電子放出ユニット
と、上記第２基板の一面に形成される金属反射膜と、上記第１基板に向けた上記金属反射
膜の一面に形成される蛍光層とを備える発光ユニットと、を備え、上記それぞれの電子放
出素子が上記第１基板上で一方向に沿って互いに距離をおいて位置する第１電極と、上記
一方向に沿って上記第１電極の間に位置する第２電極と、上記第１電極の側面に形成され
る第１電子放出部及び上記第２電極の側面に形成される第２電子放出部と、を備え、隣接
する上記第１電子放出部と上記第２電子放出部との間には、ピッチが形成される。
【００１７】
　電子放出素子の場合と同様に、上記第１電子放出部及び上記第２電子放出部の高さは、
上記第１電極及び第２電極よりそれぞれ低いことが望ましい。また、上記ピッチの幅は、
２０μｍ以下であることが望ましく、さらに望ましくは、３～２０μｍである。
【００１８】
　また、上記第１基板の表面には、上記ギャップが整列して溝が形成されることが望まし
い。
　上記第１電子放出部は、上記第１電極の長手方向に沿って互いに離隔された多数のパタ
ーンで形成され、上記第２電子放出部は、上記第２電極の長手方向に沿って互いに離隔さ
れた多数のパターンで形成される。
【００１９】
　一方、上記第１電子放出部と上記第２電子放出部とは、カーバイド誘導炭素を含む。
【００２０】
　本発明の一実施形態による電子放出素子の製造方法は、基板上で一方向沿って互いに距
離をおいて離隔配置された複数の第１電極と、上記一方向に沿って上記第１電極の間に配
置される複数の第２電極とを交互に平行して形成し、隣接する上記第１電極と上記第２電
極との間に電子放出層を形成し、上記電子放出層の一部を除去して電子放出層にピッチを
形成するそれぞれの段階を含む。
【００２１】
　ここで、上記ピッチは、電子放出層の一部をレーザでパターニングして形成されること
が望ましい。
【００２２】
　ここで、上記電子放出層に、上記ピッチを形成されることで、第１電子放出部と第２電
子放出部が形成されうる。
【００２３】
　また、本発明の一つの実施形態によれば、上記製造方法によって製造された、電子放出
素子であって、基板上で一方向に沿って互いに距離をおいて位置する第１電極と、上記一
方向に沿って上記第１電極の間に位置する第２電極と、上記第１電極の側面に形成される
第１電子放出部及び上記第２電極の側面に形成される第２電子放出部と、を備え、隣接す
る上記第１電子放出部と上記第２電子放出部との間には、ピッチが形成された構造を有す
る電子放出素子が提供される。
【００２４】
　また上記製造方法において、上記第１電子放出部及び上記第２電子放出部の高さは、上
記第１電極及び第２電極よりそれぞれ低くすることが望ましい。
【００２５】
　一方、上記製造方法において、上記ピッチの幅は、２０μｍ以下に形成することが望ま
しいが、さらに望ましくは、３～２０μｍに形成する。一方、上記製造方法において上記
基板の表面に、上記ピッチに整列されてパターンを形成することが望ましい。上記製造方
法において、上記第１電子放出部を、上記第１電極の長手方向に沿って互いに離隔された
多数のパターンで形成して、上記第２電子放出部を、上記第２電極の長手方向に沿って互
いに離隔された多数のパターンで形成することが望ましい。
【００２６】
　一方、上記製造方法において上記第１電子放出部と上記第２電子放出部は、カーバイド
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から抽出された炭素を含むことが望ましい。
【００２７】
　また、本発明の他の実施形態によれば、上記製造方法において、相互対向して配置され
る第１基板及び第２基板と、上記第１基板の一面に位置して複数の電子放出素子で構成さ
れる電子放出ユニットと、上記第２基板の一面に形成される金属反射膜と、上記第１基板
に向けた上記金属反射膜の一面に形成される蛍光層とを備える発光ユニットと、を備え、
上記それぞれの電子放出素子が、上記製造方法で製造される電子放出素子であって、上記
第１基板上で一方向に沿って互いに距離をおいて位置する第１電極と、上記一方向に沿っ
て上記第１電極の間に位置する第２電極と、上記第１電極の側面に形成される第１電子放
出部及び上記第２電極の側面に形成される第２電子放出部と、を備え、隣接する上記第１
電子放出部と上記第２電子放出部との間には、ピッチが形成されることを特徴とする、発
光装置が提供される。
【発明の効果】
【００２８】
　以上説明したように、本発明による電子放出素子の製造方法は、多様な電子放出部の形
成方法に統合的に適用され、電子放出部の材料にもその適用が制限されない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下、添付した図面を参照して本発明の実施形態について、当業者が容易に実施できる
ように詳細に説明する。本発明は、色々な異なる形態で具現され、ここで説明する実施形
態に限定されない。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する
構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００３０】
　図１は、本発明の一実施形態による発光装置の部分断面図であり、図２は、図１に示し
た電子放出素子の斜視図であり、図３は、図２に示した電子放出素子からなる電子放出ユ
ニットを示す部分平面図である。
【００３１】
　図１～図３を参照すれば、本実施形態の発光装置１０２は、間隔をおいて平行に対向配
置される第１基板１２と第２基板１４とを備える。第１基板１２と第２基板１４とのエッ
ジには、密封部材（図示せず）が配置されて、この上記第１基板１２、上記第２基板１４
を接合させ、内部空間が約１０－６ｔｏｒｒの真空度で排気されて、第１基板１２、第２
基板１４及び密封部材が真空容器を構成する。
【００３２】
　第１基板１２及び第２基板１４のうち、密封部材の内側に位置する領域は、実際可視光
放出に寄与する有効領域と、有効領域を取り囲む非有効領域とに区分しうる。第１基板１
２の内面の有効領域には、電子放出のための電子放出ユニット１６（図３参照）が位置し
、第２基板１４の内面の有効領域には、可視光放出のための発光ユニット１８が位置する
。
【００３３】
　電子放出ユニット１６は、放出電流量が独立的に制御される複数の電子放出素子２０か
らなる。発光ユニット１８は、第１基板１２ではない第２基板１４に位置し、発光装置１
０２が作動するとき、第１基板１２に備えられた電子放出素子２０から電子を提供されて
可視光を放出させる。このような可視光は、第１基板１２を透過して発光装置１０２の外
側に放出される。
【００３４】
　本実施形態で、電子放出ユニット１６は、バイポーラ駆動が可能な構造でなされる。発
光ユニット１８は、可視光の反射効率を極大化して発光面の輝度を高める構造でなされる
。
【００３５】
　さらに具体的に、それぞれの電子放出素子２０は、第１基板１２の一方向（図面のｙ軸
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方向）に沿って相互間距離をおいて位置する第１電極２２と、上記一方向に沿って第１電
極２２の間に位置する第２電極２４と、第２電極２４に向けた第１電極２２の側面に位置
して第１電極２２より高さが低く形成される第１電子放出部２６と、を備える。また、第
１電極２２に向けた第２電極２４の側面に位置し、第２電極より薄く第２電子放出部３８
が形成される。ここで、第１電極２２と第２電極２４とは、相互に平行に位置する。
【００３６】
　第１電子放出部２６と第２電子放出部３８との間には、相互間のショートを防止するた
めにピッチが形成されることによって、隣接する第１電子放出部２６と第２電子放出部３
８とは、一定の距離をおいて位置することができる。
【００３７】
　第１電子放出部２６は、第１電極２２の長手方向に沿ってラインパターンで形成される
か、または図２に示したように、第１電極２２の長手方向に沿って相互離隔された多数の
パターンで形成される。同様に、第２電子放出部３８は、第２電極２４の長手方向に沿っ
てラインパターンで形成されるか、または図２に示したように、第２電極２４の長手方向
に沿って相互離隔された多数のパターンで形成される。すなわち、複数の第１電子放出部
が上記第１電極の長手方向に沿って、相互に離隔されて、配置されている。
【００３８】
　図示された実施形態とは異なり、第１基板が前面基板となり、第２基板が背面基板とな
って、第１基板に光が出射する実施形態の場合、電子放出部が相互離隔された多数のパタ
ーンで形成されることによって、第１電子放出部２６と第２電子放出部３８との間のピッ
チで透明な第１基板を露出させて可視光透過率を向上させうる。
【００３９】
　図２を参照すれば、第１電極２２の一側端部には、第１連結電極２２１が位置して第１
電極２２と共に第１電極セット２２２を構成し、第２電極２４の一側端部には、第２連結
電極２４１が位置して第２電極２４と共に第２電極セット２４２を構成する。すなわち、
櫛形電極の形状を有している。
【００４０】
　第１電極２２と第２電極２４とは、第１基板１２上で電子放出部２６より高く形成され
る。このために、第１電極２２と第２電極２４とは、スパッタリングまたは真空蒸着のよ
うな薄膜工程だけでなく、スクリーン印刷またはラミネーティングのような、いわば、厚
膜工程でも形成され、それ以外に多様な方法で形成されることもある。一方、上記電極は
、約３～１２μｍの厚さに形成される。
【００４１】
　電子放出部２６は、真空中で電界が加えられれば、電子を放出する物質、例えば、炭素
系物質またはｎｍサイズの物質を含みうる。電子放出部２６は、一例として炭素ナノチュ
ーブ、黒鉛、黒鉛ナノファイバ、ダイヤモンド、ダイヤモンド状炭素、フラレン（Ｃ６０
）、シリコンナノワイヤ、これらの組合わせからなる群から選択された物質を含みうる。
【００４２】
　一方、電子放出部２６は、カーバイド誘導炭素を含みうる。カーバイド誘導炭素は、カ
ーバイド化合物をハロゲン族元素含有気体と熱化学反応させてカーバイド化合物内の炭素
を除外した残りの元素を抽出する過程を通じて製造される。
【００４３】
　カーバイド化合物は、ＳｉＣ４、Ｂ４Ｃ、ＴｉＣ、ＺｒＣｘ、Ａｌ４Ｃ３、ＣａＣ２、
ＴｉｘＴａｙＣ、ＭｏｘＷｙＣ、ＴｉＮｘＣｙ及びＺｒＮｘＣｙからなる群で選択された
少なくとも一つのカーバイド化合物でありうる。そして、ハロゲン族元素含有気体は、Ｃ
ｌ２、ＴｉＣｌ４またはＦ２ガスでありうる。カーバイド誘導炭素を含む電子放出部２６
は、電子放出均一性に優れ、長寿命を有する。
【００４４】
　電子放出部２６は、例えば、スクリーン印刷法で形成され、約１～２μｍの厚さに形成
される。しかし、本発明で電子放出部を形成する方法は、スクリーン印刷法に限定されず
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、多様な形成方法が考慮される。
【００４５】
　前述した構成の電子放出素子２０は、第１基板１２の有効領域で相互間に任意の距離を
おいて平行に位置する。そして、電子放出素子２０の間に各電子放出素子２０の第１電極
２２と第２電極２４とに駆動電圧を印加するための第１配線部２８と第２配線部３０とが
位置する。
【００４６】
　図４は、図３に示したＩＶ－ＩＶ線の断面図である。
【００４７】
　図３及び図４を参照すれば、第１配線部２８は、第１基板１２の一方向（図面のｙ軸方
向）に沿って形成され、この方向に沿って位置する電子放出素子２０の第１電極セット２
２２と電気的に連結される。第２配線部３０は、上記一方向と直交する方向（図面のｘ軸
方向）に沿って形成され、この方向に沿って位置する電子放出素子２０の第２電極セット
２４２と電気的に連結される。
【００４８】
　そして、第１配線部２８と第２配線部３０とが交差する領域には、第１配線部２８と第
２配線部３０との間に絶縁層３２が形成されて第１配線部２８と第２配線部３０とのショ
ートを防止する。絶縁層３２は、第１配線部２８及び第２配線部３０より大幅に形成され
る。
【００４９】
　また、図１を参考にすれば、発光ユニット１８は、第２基板１４の内面に形成される金
属反射膜３４と、第１基板１２に向けた金属反射膜３４の一面に形成される蛍光層３６と
、を備える。
【００５０】
　蛍光層３６は、赤色蛍光体と緑色蛍光体及び青色蛍光体が混合されて白色光を放出する
混合蛍光体で形成され、第２基板１４の有効領域全体に位置しうる。金属反射膜３４は、
真空容器の外側の電源部からアノード電圧を印加されてアノード電極として機能する。
【００５１】
　金属反射膜３４は、蛍光層３６から放出される可視光を透過させうるようにＩＴＯ（Ｉ
ｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）のような透明な導電物質で形成される。
【００５２】
　金属反射膜３４は、アルミニウムで形成され、数千Ωレベルの薄い厚さに形成され、電
子ビームの通過のための微細ホールを備える。一方、本実施形態では、別途のアノード電
極なしに金属反射膜がアノード電極の機能を兼ねているが、金属反射膜と別途にアノード
電極層が形成されることもある。
【００５３】
　そして、第１基板１２と第２基板１４との間には、スペーサ（図示せず）が位置して真
空容器に加えられる圧縮力を支持し、第１基板１２と第２基板１４との間隔を一定に維持
させる。
【００５４】
　前述した構造の発光装置１０２でそれぞれの電子放出素子２０と、各電子放出素子２０
に対応する蛍光層３６との部位が一つの画素を構成する。発光装置１０２は、第１配線部
２８及び第２配線部３０のうち何れか一つの配線部に走査駆動電圧を印加し、他の一つの
配線部にデータ駆動電圧を印加し、金属反射膜３４に１０ｋＶ以上の正の直流電圧（アノ
ード電圧）を印加して駆動する。
【００５５】
　それにより、第１電極２２と第２電極２４との電圧差が臨界値以上である画素で電子放
出部２６の周囲に電界が形成され、これから電子（図５で、ｅ－で表示）が放出される。
放出された電子は、金属反射膜３４に印加されたアノード電圧に引かれて対応する蛍光層
３６の部位に衝突することによって、これを発光させる。このとき、蛍光層３６から放出
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された可視光は、第２基板１４を透過する。
【００５６】
　図５及び図６は、本発明の一実施形態による発光装置の駆動時の部分断面図である。
【００５７】
　本実施形態の発光装置１０２は、第１電極２２と第２電極２４とに走査駆動電圧とデー
タ駆動電圧とを交互に反復入力する駆動方式を適用しうる。それにより、走査駆動電圧及
びデータ駆動電圧のうち低い電圧を印加される電極がカソード電極となり、高い電圧を印
加される電極がゲート電極となる。
【００５８】
　すなわち、発光装置１０２は、例えば、ｔ１の時間的区間で第１配線部２８を通じて第
１電極２２に走査駆動電圧を印加し、第２配線部３０を通じて第２電極２４にデータ駆動
電圧を印加しうる。次いで、発光装置１０２は、例えば、ｔ２の時間的区間で第２配線部
３０を通じて第２電極２４に走査駆動電圧を印加し、第１配線部２８を通じて第１電極２
２にデータ駆動電圧を印加しうる。
【００５９】
　走査駆動電圧がデータ駆動電圧より高い場合、ｔ１区間で第２電極２４がカソード電極
となり、第２電子放出部３８から電子（図５で、ｅ－で表示）が放出されて蛍光層３６を
発光させる。そして、ｔ２区間では、第１電極２２がカソード電極となり、第１電子放出
部２６から電子（図６で、ｅ－で表示）が放出されて蛍光層３６を発光させる。
【００６０】
　上記ｔ１区間とｔ２区間とを反復駆動することによって、第１電子放出部２６と第２電
子放出部３８とから交互に電子を放出しうる。このようなバイポーラ駆動方式では、各電
子放出部２６，３８に印加される負荷が減少するので、電子放出部２６，３８の寿命を延
長させ、発光面の輝度を向上させうる。
【００６１】
　前述した第１実施形態及び第２実施形態において、電子放出部２６，３８の厚さは、第
１電極２２及び第２電極２４より薄く形成される。このとき、第１電極２２と第１電子放
出部２６とは、約１～１０μｍの厚さ差を有し、第２電極２４と第２電子放出部３８も、
約１～１０μｍの厚さ差を有する。
【００６２】
　電極部と電子放出部との厚さ差が１μｍ以下である場合には、アノード電界のシーディ
ング効果の低下によって高電圧安定性が低下するだけではなく、これにより、高輝度、高
効率及び高寿命を達成し難く、電極部と電子放出部との厚さ差が１０μｍ以上である場合
には、電極と電子放出部との距離増加によって駆動電圧の上昇を招く恐れがあって望まし
くない。
【００６３】
　上記構造では、第１基板１２で電子放出部２６，３８より高く形成される第１電極２２
及び第２電極２４が電子放出部２６，３８の周囲の電界分布を変化させて電子放出部２６
，３８に対するアノード電場の影響を減少させる。
【００６４】
　これにより、発光面の輝度を高めるために、金属反射膜３４に１０ｋＶ以上のアノード
電圧を印加する場合においても、第１電極２２と第２電極２４とが電子放出部２６，３８
の周囲にアノード電界を弱めてアノード電界によるダイオードエミッションを効果的に抑
制しうる。
【００６５】
　したがって、本実施形態の発光装置１０２は、アノード電圧を高めて発光面の輝度を上
昇させ、ダイオードエミッションを抑制して画素別輝度を正確に制御しうる。また、発光
装置１０２は、高電圧安定性を高めて真空容器の内部のアーキング発生を最小化し、アー
キングによる内部構造物の損傷を抑制しうる。
次いで、図７Ａ～図７Ｃを参照して前述した実施形態の発光装置のうち、電子放出素子の
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製造方法について説明する。
【００６６】
　図７Ａを参照すれば、第１基板１２上に、例示的な方法として、金属ペーストをスクリ
ーン印刷して導電膜を形成し、導電膜をパターニングして第１電極２２と第２電極２４と
を同時にまたは順次に形成する。上記第１電極２２と上記第２電極２４とは、相互に平行
に交差して形成される。金属ペーストは、銀（Ａｇ）を含みうる。第１電極２２と第２電
極２４とは、約３～１２μｍの厚さに形成される。
【００６７】
　図７Ｂを参照すれば、第１電極２２と第２電極２４との間に電子放出層４０を形成する
。電子放出層４０の形成は、例えば、（ａ）電子放出物質と感光性物質とを含むペースト
状混合物を第１基板１２上にスクリーン印刷し、（ｂ）第１基板１２の外面から紫外線を
照射して混合物の一部を硬化させ、（ｃ）硬化されない混合物を現像によって除去する段
階からなりうる。
【００６８】
　電子放出物質は、前述した炭素ナノチューブ、黒鉛、黒鉛ナノファイバ、ダイヤモンド
、ダイヤモンド状炭素、フラーレン、シリコンナノワイヤ及びこれらの組合わせからなる
群から選択された物質でありうる。一方、カーバイド誘導炭素が電子放出物質として使わ
れる。このようなカーバイド誘導炭素は、従来の電子放出源の材料として使われるカーボ
ンナノチューブに比べて、インクジェット方式で電子放出部を形成するのにさらに適して
いるが、これは、カーボンナノチューブの場合、縦横比が非常に大きいファイバ形態を有
するが、カーバイド誘導炭素の場合は、横と縦との長さの比がほぼ１に近い板状型を有し
、結果的に、フィールド強化因子（β）が非常に小さいためである。さらに、カーバイド
誘導炭素の場合は、電子放出物質の前駆物質であるカーバイドの選択的適用を通じて最終
電子放出物質のサイズを容易に調節しうるという長所も有する。
【００６９】
　電子放出層４０を形成するとき、混合物の印刷厚さと紫外線の照射時間を制御して電子
放出層４０の厚さを第１電極２２及び第２電極２４より高さを低くする。電子放出層４０
は、約１～２μｍの厚さに形成される。
【００７０】
　一方、電子放出層を形成する工程として多様な工程が考慮されるが、電子放出層を形成
する工程につながる後続工程は、レーザを利用して電子放出層の一部を除去することによ
って、電子放出層の間にピッチを形成する工程であるので、ピッチの形成のために特定の
電子放出層の形成方法が考慮される必要がない。電子放出層の形成方法に対する制約がな
いので、前述したように、電子放出物質として多様な物質を使用しうるという長所がある
。
【００７１】
　次いで、電子放出層４０の中央部にレーザを照射（図７Ｂの矢印を参照）してこの部位
を除去することによって、図７Ｃに示したように、第１電子放出部２６と第２電子放出部
３８とを形成する。第１電子放出部２６と第２電子放出部３８とは、約２０μｍ以下のピ
ッチ幅に離隔されるが、さらに望ましくは、３～２０μｍのピッチＧ（図７Ｃを参照）を
おいて位置しうる。前述した過程を通じて電子放出素子２０を完成する。
【００７２】
　上記ピッチは、精密に制御されるほど望ましいが、本実施形態による製造方法では、レ
ーザを照射することによってピッチを形成するためにピッチの幅が精密に制御される。特
に、２０μｍ以下の幅にピッチを形成することは、レーザを照射せず、他の電子放出部の
形成方法を通じては達成できない。レーザを利用して、除去する際に、従来の製造方法を
利用する場合、ピッチの幅を２０μｍ以下に精密に加工することはできない。しかし、本
実施形態による製造方法ではレーザーを利用して２０μｍ以下の解像度にピッチの幅を形
成することができる。一方、上記ピッチの幅が３μｍ以下に形成されれば、ショートが発
生しやすいので、ピッチの幅は、３μｍよりは大きく形成されることが望ましい。
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【００７３】
　一方、図８は、本発明による電子放出ユニットの製造方法によって形成された電子放出
ユニットに対する拡大写真である。
【００７４】
　図８では、図２に示された構成要素と同じ構成要素について、同じ図面符号を使用し、
説明の重複を防止するために、同じ構成についての説明は、省略する。
前述したような本発明による電子放出素子の製造方法によれば、第１電極２２と第２電極
２４との間に電子放出層４０を形成した後に、電子放出層の一部にレーザを照射してパタ
ーニングすることによってピッチを形成する。レーザを照射してパターニングする過程で
、レーザによる電子放出層の切削深さが精密に制御されて基板を損傷させないことが望ま
しい。しかし、レーザを照射してパターニングする過程で電子放出層が形成された基板１
２上にパターン３７が形成される。例えば、上記パターンは、暗い色でくすぶらしたよう
な形状に形成される。この場合、電子放出層の一部が除去されてピッチが形成され、上記
ピッチを中心にその両側に第１電子放出部２６と第２電子放出部３８とが形成される。し
たがって、上記パターン３７は、レーザの切削効果に起因したものであるので、上記パタ
ーン３７は、ピッチに整列されて形成される。
【００７５】
　一方、上記パターン３７は、レーザを照射して電子放出層の一部を除去する製造方法に
よって、電子放出素子が形成されたか否かに対する具体的な証拠となりうる。
図面に具体的に示されていないが、本発明による電子放出素子の製造方法の変形された実
施形態として、図７Ａ～図７Ｃに示された実施形態を参照してこれを変形させて説明すれ
ば、第１基板１２上にＩＴＯ電極を形成した後に、その上に金属ペーストをスクリーン印
刷して導電膜を形成する。導電膜をパターニングして第１電極２２と第２電極２４とを同
時にまたは順次に形成する。
ここで、第１電極２２と第２電極２４との間に電子放出層４０を形成する。電子放出層４
０は、第１電極と第２電極とを埋め込むように形成されることもある。次いで、第１電極
２２と第２電極２４との間の電子放出層４０の中央部にレーザを照射して電子放出層及び
ＩＴＯ電極の一部を除去し、第１電極等と第２電極との間にもピッチが形成されてＩＴＯ
電極の間にもピッチが形成される。このように、ＩＴＯ電極を補助電極として形成する場
合、エミッタ物質と電極との接合効率が向上して面光源の発光効率が向上する。
【００７６】
　以上説明したように、本発明による電子放出素子の製造方法は、多様な電子放出部の形
成方法に統合的に適用され、電子放出部の材料にもその適用が制限されない。
【００７７】
　以上説明したように、本発明による電子放出素子及び発光装置は、電子放出部をいかな
る方法でも形成可能であるので、スクリーンプリンティングで電子放出層を塗布する時に
非感光性／低温分解性バインダーの利用が可能であり、これを通じて、電子放出部の表面
の残炭が最小化し、電子エミッション効率も向上する。
【００７８】
　また、電子放出部が電極と電気的に等価として作用するので、第１電極と第２電極との
ピッチは、レーザ照射によってその解像度が精密に制御される。
【００７９】
　本発明による電子放出素子及び発光素子は、電子放出部の材料としてカーバイド誘導炭
素を含むペーストを本発明によって提案された構造にパターニングすることによって不均
一なエミッション性能を改善すると同時に、既存の冷陰極構造に比べてさらに簡単な冷陰
極構造を構成しうる。
【００８０】
　本発明による電子放出素子の製造方法によれば、既存に露光／現像工程が必要であった
電子放出部の形成段階を非感光性工程に代替できて露光器のような高価の装置を減らせる
ので、製造コストを低めうる。
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【００８１】
　本発明による電子放出素子及び発光装置は、電子放出部が相互対向しているため、バイ
ポーラ駆動が可能になり、これにより、電子放出部の寿命及び輝度に有利である。
【００８２】
　本発明は、図面に示した実施形態を参照して説明されたが、それは、例示的なものに過
ぎず、当業者ならば、これから多様な変形及び均等な他の実施形態が可能であるというこ
とが分かるであろう。したがって、本発明の真の技術的保護範囲は、特許請求の範囲の技
術的思想によって決定されねばならない。
【産業上の利用可能性】
【００８３】
　本発明は、電子放出素子関連の技術分野に適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００８４】
【図１】本発明の一実施形態による発光装置の部分断面図である。
【図２】図１に示した電子放出素子の斜視図である。
【図３】図２に示した電子放出素子からなる電子放出ユニットを示す部分平面図である。
【図４】図３に示したＩＶ－ＩＶ線の断面図である。
【図５】本発明の一実施形態による発光装置の駆動時の部分断面図である。
【図６】本発明の一実施形態による発光装置の駆動時の部分断面図である。
【図７Ａ】本発明の一実施形態による発光装置のうち、電子放出素子の製造方法を示す部
分断面図である。
【図７Ｂ】本発明の一実施形態による発光装置のうち、電子放出素子の製造方法を示す部
分断面図である。
【図７Ｃ】本発明の一実施形態による発光装置のうち、電子放出素子の製造方法を示す部
分断面図である。
【図８】本発明による電子放出素子の製造方法によって製造された電子発光素子の部分拡
大写真である。
【符号の説明】
【００８５】
１２　　　　第１基板
１４　　　　第２基板
１８　　　　発光ユニット
２０　　　　電子放出素子
２２　　　　第１電極
２４　　　　第２電極
２６　　　　第１電子放出部
３４　　　　金属反射膜
３６　　　　蛍光層
３８　　　　第２電子放出部
１０２　　　　発光装置
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